
 

藤沢市障がい者福祉施設整備借入償還金補助金交付要綱 

 

制定 平成２６年 ４月 １日 

 

  （趣旨） 

第１条 市長は、障がい福祉施策を展開するための基盤整備の推進を図るため、

社会福祉法人が市内において障がい者福祉施設の整備を行う目的で借り入れた

借入金の償還に対し、藤沢市社会福祉法人助成に関する条例（昭和４４年藤沢

市条例第３３号）第２条、藤沢市補助金交付規則（昭和３５年藤沢市規則第１

１号）及びこの要綱に基づき、予算の範囲内において、補助金を交付する。 

 

  （定義） 

第２条 この要綱において「障がい者福祉施設」とは、社会福祉法（昭和２６年法

律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人が運営する次の施設をいう。 

（１）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４２条に規定する障がい児入所

施設及び児童発達支援センター 

（２）障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障がい者支援施設 

（３）障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第 

  １項に基づく障がい福祉サービス事業（同条第７項に規定する生活介護、同 

  条第１２項に規定する自立訓練、同条第１３項に規定する就労移行支援若し 

  くは同条第１４項に規定する就労継続支援に限る。）を行う施設 

２ この要綱において「整備」とは、障がい者福祉施設の設置及び当該施設の修繕

をいう。 

 

  （補助の対象） 

第３条 補助の対象は、社会福祉法人が、障がい者福祉施設の整備に要する費用に

充てるため、独立行政法人福祉医療機構又は神奈川県社会福祉協議会から借り入

れた借入金に対する償還金のうち、約定返済元金にかかる部分であって、神奈川

県民間障害福祉施設整備借入償還金補助金交付要綱に基づき交付の決定がされて

いるもの又は見込まれているものとする。 

 

  （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、前条の規定により補助の対象となる償還金（以下「借入償

還金」という。）の年度額に４分の１を乗じて得た額以下で、市長が定める額と

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、償還の期間、借入目的の内容等により、必

要があると認めるときは、補助金の額を別に定めることができる。 

３  前２項の規定により補助金の額を定める場合においては、その額は、１，００

０円未満の端数を切り捨てた額とする。 

 



 

  （補助金交付の申請手続） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、藤沢市障がい者福祉施設整備借入償

還金補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）に次に掲げる書

類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。 

（１）金銭消費貸借契約書の写し（初回申請時のみ。） 

（２）補助金に係る障がい者福祉施設の整備に要した費用の領収書の写し（初回申

請時のみ。） 

（３）借入金償還計画書の写し（償還年月日が明示されているもの。） 

（４）財産目録及び貸借対照表（直近のもの。） 

（５）施設概要を記載した事業説明書 

（６）神奈川県民間障害福祉施設整備借入償還金補助金に基づく決定通知書写し

（直近のもの。） 

 

  （補助金交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定により申請があったときは、審査のうえ、交付の可否

を決定し、その旨を藤沢市障がい者福祉施設整備借入償還金補助金交付決定通知

書（第２号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認める

ときは、条件を付すことができる。 

３ 市長は、償還が補助金交付決定の年度中に複数回ある場合において、必要があ

ると認めるときは、補助金を償還ごとに分割して交付することができる。 

４ 市長は、前項の規定により補助金を分割して交付するときは、各回の交付金額

に１，０００円未満の端数を生じないように交付するものとする。 

 

（請求） 

第７条  前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者は、決定された内容に基

づき、市長が定める日までに、別に定める請求書を市長に提出しなければならな

い。 

 

  （補助金の交付時期） 

第８条 市長は、前条の規定により請求があった場合、償還の約定返済期日前日ま

でに補助金を交付するものとする、ただし、申請書を提出した月に約定返済期日

が属するときは、約定返済期日後に交付するものとする。 

 

  （事業実績報告書の提出） 

第９条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金交付年度の最終の借入償還後に、

藤沢市障がい者福祉施設整備借入償還金補助金完了届兼実績報告書（第３号様式。

以下「事業実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、当該年度末まで

に市長に提出しなければならない。 

（１）借入償還金を返済したことを証する書類 

（２）収支決算書（第４号様式）又はこれに代わる書類 

 



 

  （交付決定の取消し等） 

第１０条  市長は、この要綱の規定により補助金交付の決定を受けた者が、次の各

号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既

に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１）補助金を借入償還金の償還以外に使用したとき。 

（２）申請書、事業実績報告書その他の提出書類の記載事項について、事実と相違

したとき。 

（３）補助金に係る障がい者福祉施設の転売、廃止等をしたとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、不正の行為があると認められたとき。 

 

  （備付帳簿） 

第１１条 補助金の交付を受けたものは、事業の施行に関し、必要な帳簿等を備え

付け、５年間保管整備しておかなければならない。 

 

  （補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、藤沢市障がい者福祉施設整備借入償還金

補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

  （施行期日） 

 １ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 「藤沢市特別養護老人ホームの施設整備に係る借入償還金補助金交付要綱」

により廃止された「藤沢市社会福祉施設整備に係る返済金助成要綱」に基づき

平成２５年度以前に補助金の交付を受けている「湘南希望の郷スプリンクラー

整備（平成２３年６月借入）」にかかる借入償還金については、平成２６年度

以降の補助金交付についても、第２条第２項の規定にかかわらず補助の対象と

する。 

（検討） 

  ３ 市長は、令和１２年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加

え、その結果について必要な措置を講ずるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

 １ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

 １ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


